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◆北海道教育庁組織規則の一部を改正する教育委員会規則（教育委員会規則第９号）
１ 趣旨
北海道教育庁の組織機構改正を行うため、この教育委員会規則を制定することとした。

２ 内容
学校教育局健康・体育課に担当課長を設置することとした（第26条関係）。

３ 施行期日
この教育委員会規則は、令和２年８月１日から施行することとした。

教 育 委 員 会 規 則

北海道教育庁組織規則の一部を改正する教育委員会規則をここに公布する。
令和２年７月28日

北海道教育委員会教育長 小 玉 俊 宏
北海道教育委員会規則第９号

北海道教育庁組織規則の一部を改正する教育委員会規則
北海道教育庁組織規則（昭和46年北海道教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正

する。
第26条に次の１項を加える。

２ 健康・体育課担当課長は、健康・体育課の所掌事務のうち、全国高等学校総合体育大会
に関する事務をつかさどる。

附 則
この教育委員会規則は、令和２年８月１日から施行する。

教 育 長 訓 令

北海道教育委員会教育長訓令第６号
庁 中 一 般

教育庁分課事務分掌規程の一部を改正する教育長訓令を次のように定める。
令和２年７月28日

北海道教育委員会教育長 小 玉 俊 宏
教育庁分課事務分掌規程の一部を改正する教育長訓令

教育庁分課事務分掌規程（昭和48年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の一部を次のよ
うに改正する。

「
健康・体育課 課長補佐 ６人とする。

企画・調整係 総括主査を含む。
健康・体育指導係

別表第１中 学校給食振興係
学校給食指導係
高校総体企画係
高校総体競技係

」
「
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健康・体育課 課長補佐 ４人とする。
企画・調整係 総括主査を含む。
健康・体育指導係

を 学校給食振興係 に改める。
学校給食指導係

（担当課長） 課長補佐 ２人とする。
高校総体企画係
高校総体競技係

」
附 則

この教育長訓令は、令和２年８月１日から施行する。
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